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○ 効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るためには、安定的な事業量の確保が必要であり、民有林からの木材供給を

補完する形で、国有林から長期・安定的に事業者が樹木を採取できるよう措置することが有効。

○ そのため、今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、現行の入札に加え、一定の区域（樹木採取区）に

おいて、一定期間・安定的に樹木を採取できる樹木採取権制度を創設。（令和２年４月施行）
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②樹木採取権の仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）

・国有林の一定の区域（樹木採取区）にお
いて立木を一定期間、安定的に伐採でき
る樹木採取権（地域の民間事業者が対
応可能な200～300ha（皆伐相当）・年間
数千m3程度の素材生産量を想定し、権
利の期間は10年を基本に運用）を設定

※現行の国有林の伐採のルールを厳守
※長期に事業量が見通せることで機械導
入や雇用が進展
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※立木を購入している林
業経営体の平均年間
立木購入面積（2015年

農林業センサス）は約
20ha（年間６千m3程度
の素材生産量に相当）

・毎年度個別に場所、時期
等を特定し、入札により
立木を購入して伐採する
事業者を決定

①従前の仕組み（引き続き実施）

伐区A

伐区B

伐区C

伐区D

林業経営者の育
成にも寄与
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国有林(人工林)

国有林(天然林)

網走中部署

根釧西部署

胆振東部署

三八上北署
秋田署

茨城署

東信署

岡山署

四万十署

熊本南部署

○ 基本となる規模のパイロット的な10か所の指定を終え、申請のあった６か所について権利を設定済み。

申請のなかった４か所は事業者アンケートを実施した上で、、令和４年３月１日から６月30日までを期間として再公募中。

○ また、大規模なものも含め、樹木採取権を設定する際の規模・期間を検討するため、追加のマーケットサウンディングを実施。

■取組状況（今後の予定）

【基本となる規模のパイロット的な指定】

■樹木採取権制度の施行

令和３年９月
・10月

令和３年９月～

権利設定後

・基本となる規模（区域面積200～300ha程度（皆伐相当）、権利期
間10年程度）の樹木採取区をパイロット的に全国10か所で指定

・公募等を経て、樹木採取権者を決定し、権利を設定（申請のあった
６か所については、令和４年３月までに権利を設定）

・権利設定のプロセスの検証（申請のなかった樹木採取区について、申請を見合わせた理由など）

・事業の実施状況の検証

【新規需要開拓に取り組む民間事業者の動向等の把握】
令和３年３月～

６月

令和３年10月

令和３年11月

令和４年度以降

・地域の取組として、大規模なものも含め、新規需要開拓に取り組む民間事業者の動向等を把握
（マーケットサウンディングによる提案募集：３件の提出）

・マーケットサウンディングの結果を公表
＜提出のあった３件の概要＞
構想が具体化していない。低質材の需要先行で、同時に搬出される一般材の新規需要が見込まれていない。原木消費量ニーズが基本形を超えていない。

・追加のマーケットサウンディングを開始（募集は令和４年３月まで）

・上記の民間事業者の動向等を踏まえた樹木採取区の指定等を検討

樹木採取権制度の取組状況

令和２年４月 ・「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」の施行

・樹木採取権制度ガイドライン等の公表

【全国のパイロット指定箇所】＜10か所＞
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パイロット的な樹木採取権の設定の概要(令和４年４月１日現在)

森林
管理局

森林
管理署

樹木採取区の所在
主要
樹種

採取
方法

区域
面積
（注）

権利の
存続期間
（再公募時）

樹木採取区
の指定

樹木採取権者の公募

赤：再公募
申請状況等

北海道

胆振東部 北海道 むかわ町内 トドマツ
複層伐
間伐

６７１ｈａ
〔２１７ha程度〕

９年
（８年）

9/8指定済
R3.9.24～12.10（78日）
R4.3.1～6.30（122日）

再公募中

網走中部
北海道 北見市、置戸町、
佐呂間町にまたがる区域

トドマツ
複層伐
間伐

６７１ｈａ
〔２００ha程度〕

９年
（８年）

9/8指定済
R3.9.24～12.10（78日）
R4.3.1～6.30（122日）

再公募中

根釧西部
北海道 釧路町、厚岸町、
標茶町、鶴居村にまたが
る区域

トドマツ
複層伐
間伐

８２７ｈａ
〔２５０ha程度〕

10年
（９年）

10/14指定済
R3.10.29～1.21（85日）
R4.3.1～6.30（122日）

再公募中

東北

秋田 秋田県 大仙市内 スギ 皆伐 １９１ｈａ ８年 9/6指定済 R3.9.17～12.3（78日）
樹木採取権者決定

（R4.2.18）

三八上北 青森県 田子町内
スギ、
カラマツ

皆伐 ２９０ｈａ ８年 9/6指定済 R3.10.7～1.21（107日）
樹木採取権者決定

(R4.3.16)

関東 茨城 茨城県 常陸太田市内
スギ、
ヒノキ

皆伐 ２６１ｈａ 10年 9/27指定済 R3.10.28～1.13（78日）
樹木採取権者決定

(R4.3.14)

中部 東信 長野県 上田市内 カラマツ
皆伐
複層伐

２７４ha
〔２１７ha程度〕

10年 9/10指定済
R3.9.27～12.10（75日）
R4.3.1～6.30（122日）

再公募中

近畿中国 岡山 岡山県 新見市内
スギ、
ヒノキ

皆伐 ２５１ｈａ ９年 9/30指定済 R3.10.22～1.13（84日）
樹木採取権者決定

(R4.3.18)

四国 四万十
高知県 中土佐町、四万
十町にまたがる区域

スギ、
ヒノキ

皆伐 ２９１ｈａ 10年 9/13指定済 R3.9.30～12.20（82日）
樹木採取権者決定

(R4.3. 31)

九州 熊本南部
熊本県 人吉市、水俣市、
芦北町、五木村にまたが
る区域

スギ、
ヒノキ

皆伐 １９０ｈａ 10年 9/30指定済 R3.10.25～12.27（64日）
樹木採取権者決定

(R4.3.14)

（注） 〔 〕内は、間伐又は複層伐の場合に、伐採率により、皆伐相当に換算した面積。
３



樹木採取権者の経営規模の拡大

• 令和３年９月から10月にかけてパイロット的な指定を行った10か所の樹木採取区のうち、６か所について権利を設定済み（令和４年３月
31日現在）。

• これらの樹木採取権者は、基本的に１万㎥／年を超える素材（丸太）生産規模。本制度の活用により、川中工場と安定的な取引関係を確
立し、今後生産量を拡大する目標。

■ ６か所の樹木採取権者の概要

森林
管理局

森林
管理署

樹木採取区の
所在

樹木採取権者
素材生産量 主な協定先（川中工場）の

原木消費規模
（①、②とあるのは別々の工場）

主な需要

現状（R2) 目標（R7）

東北

秋田
秋田県 大仙市
内

秋田県素材生産流通協同組合
（組合員のうち７社が実施者）

155,200㎥
（７社計）

195,600㎥
（７社計）

① １～５万㎥【２×４用等】
②10万㎥以上【製材用等】

住宅、２×４建築（非
住宅、畜舎）等

三八上北
青森県 田子町
内

青森県森林組合連合会 23,500㎥ 34,000㎥ 10万㎥以上【LVL用】
２×４住宅、プレハブ
等

関東 茨城
茨城県 常陸太
田市内

大北産業（株） 12,900㎥ 19,400㎥ 10万㎥以上【２×４用等】 ２×４住宅等

近畿中国 岡山
岡山県 新見市
内

（株）戸川木材 40,000㎥ 46,000㎥
① ５～10万㎥【集成材用】
②10万㎥以上【梱包材用】

住宅、パレット等

四国 四万十
高知県 中土佐
町、四万十町に
またがる区域

西垣林業（株） 19,900㎥ 28,000㎥
－ 【ラミナ用】
※新設工場

住宅等

九州 熊本南部

熊本県 人吉市、
水俣市、芦北町、
五木村にまたが
る区域

（株）南栄 56,500㎥ 85,000㎥
①10万㎥以上【構造材用】
② ５～10万㎥【構造材用】

非住宅（畜舎）、CLT
住宅等
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樹木採取権者の制度活用

• 樹木採取権者は、権利取得を契機に、樹木採取区だけでなく民有林も含めて生産量の増加を計画するなど経営規模を拡大していく見込み。

• 経営規模拡大の前提となる、素材（丸太）の販売先の確保についても、樹木採取区から生産される木材やその製品を利用する事業者と協
定を締結することにより、付加価値の高いサプライチェーンを構築。

バイオマス発電

R６年度稼働予定

E社
〔県内〕

製材、集成材、合
板、チップ等

パレット業者
〔県内・県外〕

梱包用木製パレッ
ト製造・販売

協定外

ヒノキの構造用集成
材製造、プレカット
＋約2万㎥
（現状 ５～10万㎥）

B社
〔県内〕

協定
外材製品から転換
（国産材比率向上）
再造林が担保され
ていることを評価

C社
〔県外〕

スギの梱包用材（パ
レット用材）の製造
＋約3万㎥
（現状 10万㎥以上）

D社
〔県外〕

協定

樹木採取権者
（（株）戸川木材）

素材生産量
現状 R7計画

4万㎥ → 4.6万㎥

■ 近畿中国森林管理局 新見樹木採取区（岡山県）の例

協定

新見樹木採取区

面積 251ha
権利設定期間 9年
年間供給見込

4千㎥

権利設定

協定

協定

樹木採取権の設定を踏
まえ、民有林も含めて
生産量の増加を計画す
るなど経営規模を拡大

採取した木材を元に、
川中、川下と新たに協
定を結び、付加価値
の高いサプライチェー
ンを構築

素材（丸太）流通
（与信、数量管理
含む）

A社
〔県外〕

【木材利用】 【木材製品利用】（素材（丸太）流通）

自
社
で
チ
ッ
プ
化

素材（丸太） 素材（丸太）

素材（丸太）

チップ

木材製品

５



（質問２）
説明会参加者の権利期間と区域面積に対する意見

（回答者：①の30者）

【パイロット箇所の権利期間（10年程度）について】

ちょうどよい,
63%

大きい,33%

小さい, 3%

ちょうどよい

43%
長い,57%

短い,0%

【パイロット箇所の区域面積（20～30ha/年程度
（皆伐相当） ）について】

事業者アンケート結果の概要（申請のなかった４か所分）

• 説明会参加者が申請を見合わせた理由としては、①事業の実施体制を組むことが困難、②申請・計画作成等に係る事務負担などが上位
を占めた。事業の実施体制に関しては、川中事業者等との連携に時間を要するほか、再造林を含めた10年間の労働力確保が高齢化等で
見通せないなどの声があった。

• また、10年程度とした権利期間については、長いとの意見が多く、今回の説明会参加者からは短いとの意見はなかった。区域面積につ
いては、ちょうどよいが最も多かった。

• その他の意欲と能力のある林業経営者が説明会への参加等を見合わせた理由としては、①事業地が自社の事業拠点から遠かったことや、
②新制度のため様子見したことが多かった。

■ アンケート調査の結果

６

（質問１）
申請や説明会への参加を見合わせた理由 割合

説明会
参加者

意欲と能力のある
林業経営者

（１） 一定期間事業が確保できることに魅力を感じなかった 7% 4%

（２） 申請書の作成の事務負担が大きいと判断した 57% 21%

（３） 権利設定後の計画作成等の事務負担が大きいと判断した 60% 23%

（４） 事業地が自社の事業拠点から遠かった 20% 46%

（５） 制度が始まったばかりであり様子見をした 27% 43%

（６）－ア 権利期間（10年程度）が合わなかった（長い） 43% 2%

（６）－イ 権利期間（10年程度）が合わなかった（短い） 0% 0%

（７）－ア 規模（200～300ha程度（皆伐相当））が合わなかった（大きい） 7% 7%

（７）－イ 規模（200～300ha程度（皆伐相当））が合わなかった（小さい） 3% 0%

（８） 権利設定料に見合う収益が見込まれなかった 27% 4%

（９） 樹木料の算定の基礎となるべき額が林分内容のわりに高いと判断した 47% 4%

（10） 林分内容（蓄積量、木の形質など）が良好でなく、収益が見込まれる森林が
少ないと判断した

17% 9%

（11） 立地（路網が未整備など）が悪く、搬出経費がかかりましになるものが多いと
判断した

37% 7%

（12） 事業の実施体制を組むことが困難であった 67% 29%

（13） 公募期間が足りなかった 37% 5%

（回答者：①の30者及び②のうち本項目に回答した者56者※）

※説明会に参加していない者のうち、制度を知っていた者

調査期間：令和４年２月１日～３月３日 ①森林管理局が開催した説明会参加者回答 30者／41者 （回答率73％）
②①以外の意欲と能力のある林業経営者※ 回答 87者／159者（回答率55％）

※樹木採取区の所在する道県が、経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有するなどとして、森林経営管理法に基づき公表している者

（13者）

（17者）

（1者）

（0者）

（19者）

（10者）

※申請のあった６か所についてはアンケート実施中



追加のマーケットサウンディングの結果

• 追加のマーケットサウンディングにより、民間事業者による新たな木材需要創出のアイディアや構想、取組内容の情報提供を改めて募集
した結果、提案が１件。今後、詳細についてしっかりとヒアリングを実施していく。

• このほか、提案に至らなかった問い合わせが１件あり、需要拡大の構想はあるものの、地域の素材生産を行う川上事業者との関係構築な
ど、素材（丸太）確保も含めた実現可能性の見通しは立っていない状況。

■ マーケットサウンディングの概要と結果

調査内容

基本となる規模（区域面積200～300ha程度（皆伐相当）、権利期間10年程度）を
超える大規模な樹木採取権に対するニーズの把握、設定する際の規
模・期間等を検討するため、以下の事項について募集

・ 新たな木材需要の内容、規模、道行き、実現可能性（最終消費者までの具
体的なサプライチェーン）

・樹木採取権及び民有林からの素材調達希望・予定量
・ 地域 （当該需要が発生する地域及びその集荷圏、地域への効果）
・ 期間 （樹木採取権の権利期間について想定（希望）する年数とその理由）
・ 事業の実施体制 等

提出者の要件

川中事業者又は川下事業者

素材（原木）を原材料として使用して製品を製造する者又は当該製品
を利用する事業を行う者（意向のある者を含む。）

調査期間

令和３年１１月１９日～令和４年３月１８日

マーケットサウンディングの結果

○ 民間事業者からの提案：１件（総合商社）

今後、ヒアリングにより、具体的な提案内容や、川上事業者との連携状
況などを聞き取り。樹木採取区の指定にまで熟度が高まっているか、詳
細に確認していく。

○ 提案に至らなかった問い合わせ：１件（大規模製材工場）

＜問い合わせの概要＞

前回（令和３年３月～６月）のマーケットサウンディングでは取引のあ
る素材生産業者と申請をするまでの見通しがつかなかった。本制度は初
期投資が小さく、森林を所有する場合と異なり管理は国がやってくれる
というメリットがあり、引き続き検討している。［令和３年１２月］

申請のあった６か所のアンケート調査結果のとりまとめや、民間事業者
からの提案内容のヒアリング等を行いながら、提案しやすくなるような工
夫等を検討した上で、改めてマーケットサウンディングを実施することを
検討。

７
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